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第１１５回埼玉県大規模小売店舗立地審議会議事録 

 

１ 日 時 令和５年８月７日（月）午後１時３０分～午後３時４０分 

 

２ 場 所 埼玉県庁 庁議室 

 

３ 出席者 委員名（敬称略・五十音順） 

  池田恵子、倉片憲治、桑田仁、小嶋文、野口祐子 

  ※倉片憲治委員、小嶋文委員 オンライン参加 

 【意見開陳】 

  関野兼太郎、平木いくみ、松本邦義 

 

※事務局  

 商業・サービス産業支援課課長   小貝 喜海雄  

 商業・サービス産業支援課副課長  廣田 通規  

 商業・サービス産業支援課商業担当職員    ３名 

 商業・サービス産業支援課職員(ＩＴサポート) １名 

 

４ 審議内容 

  県意見についての審議 

（１）新設 

●新設（５条１項）  (仮称)オーケー新座野火止店 

●新設（５条１項）  ドラッグコスモス新曽南店 

●新設（５条１項）  ドラッグコスモス児玉店 

●新設（５条１項）    ドラッグコスモス嵐山店 

●新設（５条１項）    (仮称)三芳竹間沢商業施設計画 

●新設（５条１項）    ウエルシア新座野火止店 

●新設（５条１項）    (仮称)所沢駅西口開発計画 

 

（２）変更 

●変更（６条２項）  イオンタウン蕨 

●変更（附則５条１項）カワチ薬品神川店 

●変更（６条２項）  Paseos 越谷東大沢店 

●変更（６条２項）  ウエルシア川口領家 

●変更（６条２項）  万代書店熊谷店 

●変更（６条２項）  トコトコスクエア 
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●変更（６条２項）  カインズスーパーモール川島（専門店棟） 

●変更（６条２項）  カインズモール行田（専門店棟） 

●変更（６条２項）  カインズモール行田（カインズ棟） 

●変更（６条２項）  カインズモール行田（ベイシア棟） 

 

５ 傍聴人  

  会場傍聴     １名 

  オンライン傍聴  ２名 

 

６ その他  

  リモートで事前説明を希望される委員に説明を行うとともに、その際に審 

 議案件についてご意見をいただいた。 

  

 令和５年７月１８日（火） 平木いくみ委員 

 令和５年７月１８日（火） 野口祐子委員 

 令和５年７月１９日（水） 桑田 仁委員 

 令和５年７月２０日（木） 倉片憲治委員 

 令和５年７月２０日（木） 関野兼太郎委員 

 令和５年７月２１日（金） 小嶋 文委員 

 令和５年８月 ２日（水） 池田恵子委員 

 

会議要旨（概要） 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

  県意見についての審議 

 

（１）新設 

  ●新設（５条１項）   （仮称）オーケー新座野火止店 

 

（事務局説明） 

 届出概要及び事前説明における委員からの意見等を説明 

 

【議 長】 

 事前説明の委員のご意見をまとめたものが資料５にございます。こちらのご

意見について趣旨のご説明をいただきながら始めたいと思います。 
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 まず、交通のご専門の委員から補足のご説明等ございましたらお願いします。 

 

【委 員】 

 資料１の９ページにありますように、来店経路が左折入庫のために大回りに

なっています。道路の構造では右折入庫が可能なため、しっかりとこちらの来店

経路を設置者に守っていただけるように、開店後は注意していただきたいとい

う意見でございます。 

 また、交差点の需要率について事務局から説明いただいておりますが、渋滞を

起こすような交通の増加など心配ないと確認させていただいております。 

 

【議 長】 

 交通に関して、他の委員の方ご意見ございますか。 

 

【議 長】 

 交通に関して事前説明で３つのご意見がございますが、文章が長くなります

ので、こちらをまとめて、「来退店経路で通学路と重なる部分があるため、登下

校時間帯には特に気を付けて通行してもらうよう、来客車両に対して交通安全

の啓発をお願いしたい。また、児童生徒のみならず歩行者の交通安全のため、右

折入庫する車両がないよう注意していただきたい」でいかがでしょうか。 

 

(全員了承) 

 

【議 長】 

 こちらの意見を口頭意見として付すことでよろしいでしょうか。 

 

(全員了承) 

 

【議 長】 

 騒音のご意見につきまして補足の説明等ございましたらご説明をお願いしま

す。 

 

【委 員】 

 資料１の１０ページにありますように、等価騒音の予測地点のＡ・Ｂ・Ｅに

関して昼間の時間帯ですが、環境基準値５５ｄＢに対して例えばＢが５４．１

ｄＢといったようにぎりぎりに収まっている状況かと思います。従って、実際

に運用するにあたっては基準値を超えないように口頭意見であらためて指摘さ

せていただければと思いました。 

 

【議 長】 
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 これまでも騒音の基準値内にぎりぎりに収まっている場合には、このように

予測値を上まわることのないようにというような口頭意見を付しておりました

ので、こちらも同じように意見を付すということでよろしいでしょうか。 

 

(全員承認) 

 

【議 長】 

 意見としては「等価騒音の予測地点Ａ・Ｂ・Ｅの昼間の数値について基準値

内にぎりぎりに収まっているため、予測値を上まわることがないように努めて

いただきたい」とし、口頭意見として付すということにしたいと思います。 

 

(全員了承) 

 

【議 長】 

 その他ご意見ございませんか。 

 

(意見なし) 

  

【議 長】 

 それでは、今申し上げました、交通と騒音の２点を口頭意見として付すとい

うことにいたします。 

 

(全員了承) 
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  ●新設（５条１項）   ドラッグコスモス新曽南店 

 

（事務局説明） 

 届出概要及び事前説明における委員からの意見等を説明 

 

【議 長】 

 先ほどと同じく交通のご意見、交通のご専門の委員からお願いします。 

 

【委 員】 

 資料１の２７ページに来退店経路がございますが、交差点に関しては渋滞な

ど引き起こすことはないということで事務局からご説明いただきまして確認し

ております。それから通学路と来退店経路が交差するところがありますので店

舗からしっかりと交通安全について啓発していただきたいという意見になりま

す。 

 

【議 長】 

 交通に関して他の委員の方、ご意見ございますか。 

 

【議 長】 

 交通のご専門の委員のご意見に尽きるかなと思いますので、口頭意見として

「来退店経路で通学路を交差する場所があるため、登下校時間帯には特に気を

付けて通行してもらうよう、来客車両に対して交通安全の啓発をお願いした

い」を付すということでよろしいでしょうか。 

 

(全員了承) 

 

【議 長】 

 それでは、騒音についてのご意見につきましてご専門の委員からご説明をお

願いします。 

 

【委 員】 

 この件に関しては基準値を超えている、或いはぎりぎりといった問題はない

ですが、一つだけご指摘しましたのは、等価騒音の予測地点Ｄについて一般住

居のところで予測をされています。その近くに荷さばき施設と従業員用駐車場

があるというのが少々気になっております。昼間であれば荷さばきによる騒音

があり、従業員用駐車場に関しましては、おそらく閉店後に退店する従業員の
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方もこちらに駐車する可能性があるかと思います。つまり夜間の時間帯に入り

ますので、くれぐれも騒音に関しては注意喚起したいと思います。口頭での意

見で結構かと存じます。 

 

【議 長】 

 店舗西側も民家と接近していますが、住民からの意見は出ていないのかとの

ご質問についてご説明をお願いします。 

 

【委 員】 

 隣家の敷地の２辺が店舗に接しており、カーポートのすぐ隣が来客車両の出

入口となっています。住民から意見が出ていないか事務局に確認していただい

たところ特にご意見はないということでした。 

 

【議 長】 

 先ほどの等価騒音の予測地点Ｄと住居が近いですね。 

 ご心配されている内容も先ほどの騒音の意見に似ていますね。 

 

【委 員】 

 はい。 

 

【議 長】 

 それでは、先ほどの騒音のご専門の委員の意見を口頭意見として付すという

ことでよろしいでしょうか。 

 口頭意見としまして「等価騒音の予測地点Ｄの昼間の数値について、基準値

内に収まっているものの、近くに住宅もあるため、夜間の従業員用駐車場の利

用や早朝の荷さばきについて十分に注意していただきたい」を付すということ

でよろしいでしょうか。 

 

(全員了承) 

 

【議 長】 

 他にご意見はございますか。 

 

(意見なし) 
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  ●新設（５条１項）   ドラッグコスモス児玉店 

（事務局説明） 

 届出概要及び事前説明における委員からの意見等を説明 

 

【議 長】 

 交通のご専門の委員からご意見の説明をお願いします。 

 

【委 員】 

 事務局から説明いただいたように、資料１の３２ページ、来退店経路のところ

で、計画店舗の駐車場の出入口の目の前が通学路で歩道があるとのことですが、

車の出入りの時に児童と車が交差することになります。荷さばきに関しては朝

夕の登下校時間帯が重なりますし、来客に関しましては下校の時間帯が重なり

ます。このため、しっかりと安全対策をしていただいて、啓発にも努めていただ

きたいという意見になります。 

 

【議 長】 

 交通に関して他にも意見がございます。こちらのご意見についてご説明をお

願いします。 

 

【委 員】 

 出入口に右折入出庫があり、また通学路に面していることから交通安全に十

分に気を付けていただきたいという趣旨の意見でございます。 

 

【議 長】 

 通学路に関して確認事項がございますが、こちらのご説明をお願いします。 

 

【委 員】 

 図面ではどちらの歩道が通学路として指定されているのか分からなかったた

め確認したところ、両側が通学路ということで敷地側も通学路ということでし

たので、交通のご専門の委員の意見と同じで結構です。 

 

【議 長】 

 確認事項としては、「県警との協議の結果、出入口１は右折アウト、出入口

２は右折インとのこと承知したが、混乱を避けるため警備員の配置等は行うの

か」というご質問があったようですが、こちらに関しては、「開店時は繁忙時

には交通誘導員を配置する予定です。」という回答がされています。 

 

【議 長】 
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 それでは交通に関して右折入出庫もありますので、この点を意見として付す

ということになると思います。 

 「駐車場の出入口が通学路に面しているため、出入口に注意喚起の工夫をす

るとともに、登下校時間帯の来退店時には特に気を付けて通行してもらうよ

う、来客車両に対して交通安全の啓発をお願いしたい。また、来客車両に駐車

場の右折入出庫を認めているため、児童生徒を含め歩行者の交通安全に十分に

配慮されたい。」というようなまとめ方でいかがでしょうか。 

(全員了承) 

 

【議 長】 

 それではこちらの意見を口頭意見として付すということにしたいと思いま

す。 

 

(全員了承) 

 

【議 長】 

 本件については、騒音については問題なさそうだということでよろしいでし

ょうか。騒音のご専門の委員、いかがでしょうか。 

 

【委 員】 

 結構かと思います。私からは意見はございません。 

 

【議 長】 

 その他なにかご意見ございますか。 

 

(意見なし) 
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 ●新設（５条１項）   ドラッグコスモス嵐山店 

（事務局説明） 

 届出概要及び事前説明における委員からの意見等を説明 

 

【議 長】 

 交通についてご意見が出ています。交通のご専門の委員からご説明をお願い

します。 

 

【委 員】 

 行政(嵐山町)からもご意見が出ていますが、歩道はありますが通学路と来店

退店の出入口が重なっているところ、また、荷さばきの朝は通学時間帯にもかか

っておりますので、登下校時間帯に気を付けていただくようにお願いしたいと

いう意見でございます。 

 また、来退店経路について、資料１の４４ページですが、南側から来る車につ

いても物理的に入れなくなっているわけではありませんので、来退店の経路を

しっかり守っていただくように開店後に注視いただきたいという意見となりま

す。 

 

【議 長】 

 １つめのご意見は他の店舗と同じように口頭意見かと思いますが、南側から

の来客が右折入庫することがないようにというのは、この店舗に特別に意見を

敢えて付すべきかどうかと思いますが、どこか気になるところがあるのでしょ

うか。 

 

【委 員】 

 来店の経路が、駅側にまわってから、南側から来る人は来てもらうような。図

面の線自体はすっと書いてあるだけですけど、よくよく考えてみると駅のほう

からまわってきてくださいねというような経路になっていると思いますので念

のためお伝えさせていただいたというところです。 

 

【議 長】 

 これは事務局としては現地を確認されていると思いますがいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 線路に並行する道を来店経路としており、そちらに使わずに右折入庫してし

まう車両が出ないかとのご心配かと思います。 

 

【議 長】 

 どの程度心配なのか分からないのですが、交通のご専門の委員としてはやは

りこれは口頭意見として付しておいたほうがよいということでしょうか。 
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【委 員】 

 どのぐらいの心配かというのもわからないところもありますので、ご判断い

ただければと存じます。 

 

【議 長】 

 いかがでしょうか。敢えてこの店舗だけというのも。交通のご専門の委員がお

っしゃるならば、ああそうなのかと思いますし、他のところも右折の可能性があ

るところに右折の意見を付けていなかったりするのでどうなのかと。 

 

【委 員】 

 写真を見ますと交通量も少なく右折ができそうに思います。 

 

【議 長】 

 写真を見ても右折入庫が可能に見えるということもありますので、口頭意見

を付けるということで。「南側からの来客車両が駐車場に右折入庫することがな

いよう、開店後も注視していただきたい」ということで口頭意見として付すとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

(全員了承) 

 

【議 長】 

 騒音の関係でしょうか、民家と近接していますがというところで確認のご意

見が出ていますが。 

 

【委 員】 

 はい、２軒ほど民家と計画店舗が接していますが、住民から意見が出ていな

いのかという確認です。特にないということでしたので大丈夫だと思います。 

 

【議 長】 

 こちらも特に騒音について問題はないとうことでしょうか。騒音のご専門の

委員、いかがでしょうか。 

 

【委 員】 

 はい、この件に関して特にご意見はございません。 

 

【議 長】 

 それではドラッグコスモス嵐山店については、先ほどの交通の意見２つを口

頭意見として付すということでよろしいでしょうか。 

 

(全員承認) 
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 ●新設（５条１項）   (仮称)三芳竹間沢商業施設計画 

（事務局説明） 

 届出概要及び事前説明における委員からの意見等を説明 

 

【議 長】 

 （事務局から）詳しく説明があった、質問のありました交差点３についは開業

した後に県警と協議をするしかないということで、審議会から特に意見を申し

上げるという状況ではないということですね。 

 まず事前のご意見のほうで、交通のご専門の委員、ご説明いただけますでしょ

うか。 

 

【委 員】 

 資料１の６４ページの来退店経路にありますように、店舗の前では通学路は

重なっておりませんが、手前のところなどで重なっております。歩道のない道路

ということですので、こちらについては来店車両に対して交通安全の啓発をお

願いしたいと思います。 

 

【議 長】 

 自主管理歩道を整備されるとのことだがというご意見について説明をお願い

します。 

 

【委 員】 

 図面を見ても自主管理歩道ができる予定となっていますが、元々この道路が

歩道について十分な整備がなされていなくて、交通量も多いと事務局からも伺

っておりますので、その点で交通安全に十分注意していただきたいという意味

です。 

 

【議 長】 

 事前説明を受けたときに、店舗前は自主管理歩道もできるので大丈夫だが左

右といいますか、そこに歩道がなく、元々工業地域のため結構大きい車両が通る

という話は聞きました。 

 周辺道路をこの店舗の設置者が直すわけにもいかないため、周辺道路につい

て審議会でどこまで設置者に配慮を求めるべきかということだと思いますがい

かがでしょうか。 

 

【委 員】 

 そうですね、周辺道路への交通負荷等にも気を付けてくださいという感じの

ことぐらいしか言えないと思います。(計画店舗が)交通発生源でもありますの

で。 

 

【議 長】 

 店舗前は通学路ではないのですね。 
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【事務局】 

 はい、店舗前は通学路ではありません。 

 

【委 員】 

 交通のご専門の委員の意見のとおり、気を付けて通行してもらうよう啓発を

お願いしたいというのは、そういう言い方はありかなと私は思います。 

 

【議 長】 

 そうですね。「店舗前には自主管理歩道を整備されるということだが、周辺道

路には歩道がないため、周辺住民、特に児童生徒の登下校時間帯の来退店時には

特に気を付けて通行してもらうよう、交通安全の啓発をお願いしたい」といった

ところでしょうか。 

 

(全員了承) 

 

【議 長】 

 交通に関しては、今の意見を口頭意見に付すということにします。 

 

(全員了承) 

 

【議 長】 

 騒音についてご専門の委員、意見についてご説明をいただけますか。 

 

【委 員】 

 騒音につきましては、等価騒音の予測地点Ｂ２が環境基準値の昼間６０ｄＢ

に対して５９．３ｄＢとぎりぎりに収まっている感じがしますので、これ以上

予測値を上まわることがないようにというのは意見として付したいと思いま

す。尤も隣は事業所のようですし、民家も工業地域に入っているところではご

ざいますが、数値を見た上ではやはり一言注意喚起をしてよいのではないかな

と考えた次第です。 

 

【議 長】 

 騒音のご専門の委員がおっしゃったように、工業地域ではあるもののやはり

基準値というものがあるので、(予測値が)基準値内ぎりぎりである場合には他

の店舗と同じようにこのような口頭意見を付すことがよいのではないかと思い

ますがよろしいでしょうか。 

 

(全員了承) 
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【議 長】 

そうしましたら「等価騒音の予測地点Ｂ２の昼間の数値について、基準値内の

ぎりぎりに収まっているため、予測値を上まわることがないよう努めていただ

きたい」という意見を口頭意見に付すということにいたします。 

 

(全員了承) 
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 ●新設（５条１項）   (仮称)ウエルシア新座野火止店 

（事務局説明） 

 届出概要及び事前説明における委員からの意見等を説明 

 

【議 長】 

 事前の意見でございますが、新座市意見に対して適切に対応されたいという

意見が出ておりますが、新座市のご意見が資料１の７７～８０ページまでかな

りたくさんありますが、審議会の意見としては市の意見のとおりというのでは

なく、ある程度特定をしたほうがよいのかなと思いますが、具体的にどの点をお

っしゃっているというのがありますか。 

 

【委 員】 

 はい、新座市から交通安全のことをとても丁寧に出してもらいましたので、

設置者もそれに対して回答をしておりますので、そちらにしっかり対応してい

ただきたいということで事前説明の際にお伝えさせていただきました。 

 

【議 長】 

 新座市意見の「１ 交通問題」についてでしょうか。 

 

【委 員】 

 敢えて限定しなくてもよいのかなと思いますけれど。念押しというのもいい

かなと思います。 

 

【議 長】 

 交通に限らず騒音も併せてということでしょうか。 

 

【桑田委員】 

 逆に限定してしまうと、他の意見はどうなのかということもあります。 

 

【議 長】 

 新座市は新設の１(オーケー新座野火止店)でもずいぶん意見を出していま

す。 

 バランス的にどうなのかと。新設の１では新座市の意見について何も付け

ず、こちらは新座市の意見に対して適切に対応されたいというはどうなのかと

思いました。 

 こちらに意見を付すということであれば、新設１(オーケー新座野火止店)の

ほうにも同じように新座市の意見に対して適切に対応されたいという意見を付

したほうがよいと思いますがいかがでしょうか。 
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 新座市の意見の多さというのが目立っていますよね。 

 読めばそのとおりかなと思える意見です。委員のおっしゃるように限定して

しまってもどうなのかなというところもあります。 

 

【委 員】 

 新設１(オーケー新座野火止店)は新座市からの意見に対して、設置者は真摯

に対応するということを回答しているので、逆に(審議会の意見がなくても)対

応しているというのがこれで明らかというのかもしれないと思います。 

 

【議 長】 

 新設１(オーケー新座野火止店)はそういう感覚で、敢えて念押ししなくても

よいかなと。それに対して、こちらは念押しするというのはバランスが欠ける

のではないでしょうか。 

 騒音のご専門の委員から、等価騒音の予測地点でぎりぎりというのがありま

す。こちらを口頭意見に付すということはあると思いますが、新座市意見につ

いてもやはり残しておいたほうがよいでしょうか。(新座市意見でも)騒音問題

について意見が出ていますが、騒音のご専門の委員、いかがでしょうか。 

 

【委 員】 

 バランスという点から考えますと新設１(オーケー新座野火止店)と同じよう

に扱うのが原則かなという感じはします。ただ新座市は特定の内容について深

く意見を述べているというよりは型どおり、決まりどおりの意見を出している

感じがありますので、それによって我々の対応が変わることもないかなと思い

ます。 

 

【委 員】 

 新座市の意見を見ると、交通問題は(オーケー新座野火止店と)ほぼ似た書き

方をされていていますので、もしウエルシア新座野火止店に何か意見を付すと

すればオーケー新座野火止店と同じような具体的な意見をお伝えしたほうがよ

いと思います。 

 

【議 長】 

 交通のほうで他の店舗と同じように、この審議会として意見を述べたほうが

よいという点はありませんか。交通のご専門の委員、いかがですか。 

 

【委 員】 
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 店舗の前には(通学路は)ありませんが、周辺に通学路がありますので(設置

者から)来店の方に周知していただき、交通安全に啓発していただきたいとい

うことをお伝えいただきたいと思います。 

 

【議 長】 

 交通に関しましては、新設１のオーケー新座野火止店と同じように、「周辺

に通学路もあるため、登下校時間帯には特に気を付けるように来客車両に対し

て(交通安全を)啓発したい」というような口頭意見を付すということにいたし

ましょうか。 

 

(全員了承) 

 

【議 長】 

 その上で「新座市意見に対し適切に対応されたい」という意見を入れるかど

うかというところだと思いますがいかがでしょうか。 

 他の市もそれなりに意見があったときに(審議会の意見として)付けていませ

ん。 

 こちらに意見を付す場合は、１のオーケー新座野火止店にも意見を付すべき

だと思います。付けないのであれば、１も付けないにするのがよいと思いま

す。 

 

【委 員】 

 新座市意見とは別に、今のように強調すればよいかなと思います。新座市の

意見に対して設置者が真摯に対応すると回答しており、設置者も十分わかって

いると思いますので、(「新座市意見に対し適切に対応されたい」という意見

は)なくてもよいと思います。 

 

【議 長】 

 私も同じ意見ですが、みなさんいかがですか。 

 

【議 長】 

 こちらの会場の３人としては、当然新座市の意見に(設置者は)対応されるわ

けで、敢えて審議会で(意見を)付けなくてもいいのではないかと意見なのです

がいかがでしょうか。騒音のご専門の委員はいかがでしょうか。 

 

【委 員】 
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 我々の意見と違うのでなければ敢えて(意見を)付けなくてもよいかと思いま

す。 

 

【議 長】 

 交通のご専門の委員、先ほどの交通安全の意見を付けるということで、「新

座市意見に対し適切に対応されたい」は意見として付さないということでよろ

しいでしょうか。 

 

【委 員】 

 はい。 

 

【議 長】 

 では、新座市意見に関しては意見として付さないということでよろしいでし

ょうか。(騒音、交通のご専門の委員の意見を審議会の口頭意見として付す) 

 

(全員了承) 

 

【議 長】 

 また「営業時間が２４時までとのことなので、工事期間中のみならず営業開

始後においても騒音等、近隣住民に配慮されたい」という事前の意見がござい

ます。そのとおりかなと思いますので、口頭意見として付したいと思います。 

 

(全員了承) 

 

【議 長】 

 出入口②を閉鎖することによって騒音が出入口①の騒音レベルが上がってい

るのではないかという騒音の委員のご懸念があるようですが、こちらについて

騒音のご専門の委員から更に補足でご説明とかありますか。 

 

【委 員】 

 こちらは確認のためにいたしました。従業員用駐車場の夜間の利用制限をす

るとのことで賢明な判断だと思いますが、その副作用としまして、出入口②を

閉鎖することで却って騒音が大きくなったことはないのかということを確認し

たかったものです。そういうことは考えにくいと回答されておりますので、あ

らためて取り上げていただかなくても結構かなと思います。 
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【議 長】 

 騒音の専門の委員もそこまで心配しなくてもよさそうだというご意見ですの

で、これでよろしいでしょうか。 

 

【議 長】 

 他にご意見はございますか。 

 

(意見なし) 
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 ●新設（５条１項）   (仮称)所沢駅西口開発計画 

（事務局説明） 

 届出概要及び事前説明における委員からの意見等を説明 

 

【議 長】 

 大規模な開発になりますけど、近隣にたくさんの住宅があることからいろい

ろご意見が出ていることかと思います。 

 まず、事務局から動的シミュレーションの説明をいただいたところで、交通

のご専門の委員からも動的シミュレーションの説明をいただけますでしょう

か。 

 

【委 員】 

 ご心配のように何も改良せずに開業すると渋滞しますよと渋滞長が伸びてい

きますよという結果が、まずはそのままのケースでは示されているということ

です。 

 将来予測ケース１ですかね、交差点改良と信号現時の調整、また県警と協議

をしているということで、このＣ，Ｄの交差点、南北の道路ですね、こちらの

向きに渋滞が伸びるということ、現示について、交差点のところで今の状態で

渋滞が起こってしまうところに東西と南北、両方を考えれば交差点に余裕があ

るようだと。東西の青信号の時間を減らして、南北の青信号を１サイクルとい

いますが、赤→青と変わっていくところの１回をですね、１回あたり南北の青

信号を１０秒ずつ、毎回毎回延ばすという改良案を作られたところ、交通シミ

ュレーション上では、大きな、周辺の交通が麻痺してしまうな渋滞を起こさな

いようにできそうだという結果をお示しいただいたものだと思います。 

 動的シミュレーションをやっていただくときに、車がどんどんいろんなとこ

ろから出発してどこかに走っていくわけですけど、毎回毎回等間隔で車が発生

してどこかへ走っていくわけではありませんので、ランダムに車を発生させる

ような操作をすると、毎回毎回ランダムにやってみるとある１回だけちょうど

このようにいろんな交差点から車が発生すると、この１パターンはうまくいっ

た、他のいろんなパターンのときには渋滞するはずの状況なのにこの１回だけ

はうまくいったということで、その１回だけの結果を示されてしまったら困る

わけですけど、こちらは(設置者に)お聞きしたところ、いろいろな(車の)発生

のさせ方を変えた上で１０回程度とおっしゃられましたかね、試された結果、

いずれも同様の結果が得られたためお示しいただいているとのことです。 
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 動的シミュレーションはシミュレーションというところもありますので、こ

のお示しいただいた結果からは、都合のいいある１回をお示しされたというこ

とではないということです。 

 シミュレーションというところもありますので、しっかりと開業した後にこ

のとおりになるのか見ていただきたいということですとか、歩行者の影響とし

てしっかりと車が流れるのか、それから、駐車場ですね、駐車場を待つような

行列が道路のところで溢れないようにどんどん引き込んでいって、待つスペー

スを十分にとるように計画しているという説明もいただきましたが、しっかり

と計画どおりにシミュレーションの中でも使われているようなスムーズな流れ

できちんと車が(駐車場に)入っていけて、外の道路に影響を及ぼさないのかこ

ういったところについても、やはり現実のところを注視していただかないとい

うふうに考えます。 

 

【議 長】 

 ご説明ありがとうございます。何か動的シミュレーションに関してご質問は

ありますか。 

 

【議 長】 

 シミュレーションをして対策を行いましたということで、交通のご専門の委

員がおっしゃるようにシミュレーションはシミュレーションなので、開業後に

そのとおりになるかどうかはわからないところだと思いますので、事前説明の

ご意見でもいただいておりますが、「交通渋滞対策については対応していただ

いているようですけど、開店後の状況を注視し、必要に応じて適切に対応いた

だきたい」。審議会としては、こういった表現にとどまるのかなと思いますけ

れど、シミュレーションどおりになっているかを確認するというより、シミュ

レーションどおりでなかった場合に適切に対応していただきたいという意見に

なるのではないかなと思いますがいかがでしょうか。 

 

(全員了承) 

 

【議 長】 

 それでは交通に関しては「交通渋滞対策については対応いただいているよう

だが、開店後の状況を注視し、必要に応じて適切に対応いただきたい」という

このご意見を口頭意見として付したいと思います。 

 

(全員了承) 



21 

 

【議 長】 

 騒音のご意見について、騒音のご専門の委員、ご説明をお願いします。 

 

【委 員】 

  資料を見ますと、やはり基準値ぎりぎりかと思われるところがあります。

具体的に申し上げますと昼間５５ｄＢ以下の第一種住居地域に関しまして予測

地点Ｇで５４．０ｄＢという結果が出ています。基準値内ぎりぎりのため注意

を促したいというのはもちろんですけど、今議論になっておりますが、ぎりぎ

りになっているところが道路沿いでございまして、交通量が変化しますと大幅

にその値も変わってくるかと思います。そういうこともありますので、あらた

めて口頭での注意喚起をしたいと考えております。 

 

【議 長】 

 交通のご専門の委員がおっしゃるようにあくまでシミュレーションはシミュ

レーションなのでというところになってくるかと思います。 

 他の委員の方、いかがでしょうか。 

 

【委 員】 

 私が気になっていたのは、敷地南側の道路が現状ではまだ整備されていなく

て、これから整備されるというところです。今、現状ではない道路を新設され

たことを仮定としたシミュレーションだったので、先ほどのご意見に集約され

るかと思うのですが、開店後の状況を注視しないと道路状況も変わりますの

で、先ほどのご意見に集約されると思いますが気になったところです。 

 

【委 員】 

 今の時点ではそのように意見としてお伝えするしかないかと思います。 

 

【議 長】 

 それでは口頭意見としては、「騒音について基準値ぎりぎりに収まっている

地点があり、開店後に予測値を上まわることがないよう努めていただきたい。

開店後に交通量の変化などで実際の騒音が予測値を超えた場合には適切に対応

いただきたい」という意見を付すということでいかがでしょうか。 

 

(全員承認) 
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【議 長】 

 住民の方からもご意見をいただいています。お一人から意見が出ています

が、この方以外にも周辺住民の方はご心配されている方が多いのではないかと

思います。事前説明のご意見の中でも、「地域にとってこのような大規模な商

業施設が建つということは、街の活性化としてはよいことだと思う。設置者に

おいては、引き続き住民とのコミュニケーションを図り、丁寧に対応いただき

たい」という意見がございますので、また私の意見ですけど「近隣住民とのコ

ミュニケーションを大切にしていただきたい」という意見でございまして、口

頭意見としてこの件に関してはよいのではないかと思いますので、意見として

は「引き続き近隣住民とのコミュニケーションを大切にし、住民からご意見等

があれば丁寧に対応していただきたい」という口頭意見を付けたいとおもいま

すがよろしいでしょうか。 

 

(全員了承) 

【議 長】 

 工事に関して確認されている委員がいらっしゃいますが、何かございます

か。 

 

【委 員】 

 いえ、先ほどお話ししましたけれど、やはり周辺基盤がまだあまり整ってい

ないのが現状ですので。それが南側の道路が整備された後のシミュレーション

だったので、工事中はまだそれができていないのではと思ったのでそういった

ところに関しても問題がないと確認できるといいという、口頭意見ではないの

ですけど感想でした。 

 

【議 長】 

 工事に関してはここで意見をというわけではないですし、シミュレーション

に基づいて、いろいろ交通ですとか検討していただいた結果をみて、こちらも

口頭意見を出しているので、先ほどの３点の口頭意見をこの件に関しては付す

とうことで決めたいと思います。 

 

【議 長】 

 他になにかご意見はございますか。 

 

(意見なし) 
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 (２) 変更 

 

●変更（６条２項）  イオンタウン蕨 

●変更（附則５条１項）カワチ薬品神川店 

●変更（６条２項）  Paseos 越谷東大沢店 

●変更（６条２項）  ウエルシア川口領家 

●変更（６条２項）  万代書店熊谷店 

●変更（６条２項）  トコトコスクエア 

●変更（６条２項）  カインズスーパーモール川島（専門店棟） 

●変更（６条２項）  カインズモール行田（専門店棟） 

●変更（６条２項）  カインズモール行田（カインズ棟） 

●変更（６条２項）  カインズモール行田（ベイシア棟） 

 

 

（事務局説明） 

 届出概要及び事前説明における委員からの意見等を説明 

 

 ●変更（６条２項）   イオンタウン蕨 

【議 長】 

 事前説明では特にご意見はなかったようですけれども、今この場でなにかご

意見がございましたらお願いいたします。 

 

(意見なし) 

 

【議 長】 

 特にご意見なしということでよろしいでしょうか。 

 

(全員了承) 

 

 

 

 ●変更（附則５条１項）   カワチ薬品神川店 

【議 長】 

 こちらは騒音のご専門の委員から騒音についてご意見をいただいております

が、説明をお願いします。 

 

【委 員】 

 資料１の１１７ページにありますように、等価騒音の昼間の時間帯、予測地点

Ｂですけど環境基準を超過しております。軽減に努めていただきたいと強くご

意見を申し上げたいところですので触れさせていただきました。 
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【議 長】 

 Ｄ地点の６３．６ｄＢというところですね。意見としては、騒音のご専門の委

員がおっしゃっていただいたとおりの表現かなと思いますけど、こちらは少し

強めにとおっしゃっていましたけど、口頭意見で付すということでよろしいで

しょうか。 

 

【委 員】 

 口頭意見とせざるを得ないかなと思います。騒音源は荷さばきですか、短時間

でかつコントロールをしやすい音だと思いますので注意を促していただくこと

で軽減には効果があるのではないかと思います。口頭で結構かなと思います。 

 ただ数値は大きく超えていますので強めにいう表現でと申し上げました。 

 

【議 長】 

 そうしますと実際に事務局で伝えるときに、附帯意見ではないけれども数値

がかなり大きいことが審議会でも問題になっていましたという点も、そこは本

当に口頭になるかと思いますけど、(事務局から)お伝えいただきたいと思いま

す。 

 

【委 員】 

 そうですね、お願いいたします。 

 

【議 長】 

 他にご意見がございますでしょうか。 

 

(意見なし) 

 

 

 

 ●変更（６条２項）   Paseos 越谷東大沢店 

【議 長】 

 こちらは特に事前のご意見はなかったようですがなにかありますか。 

 

(意見なし) 

 

【議 長】 

 特にないですかね。ではこちらは意見なしということにしたいと思います。 

 

(全員了承) 
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 ●変更（６条２項）   ウエルシア川口領家店 

 

【議 長】 

 交通のご専門の委員から事前にご意見をいただいています。ご説明をお願い

します。 

 

【委 員】 

 資料１の１２０ページにありますように、店舗の周辺が領家小学校の通学路

でして、今回の変更が８時３０分から駐車場が使えるところで、時間が延びて通

学時間帯にもかかるという変更になっておりますので、通学路となっているこ

とをしっかりご留意いただいて安全啓発を図っていただきたいという意見でご

ざいます。 

 

【議 長】 

 そうしますと意見のとおりで「周辺に通学路があり、通学時間帯にかかる変更

であり、登下校時間帯には特に気を付けて通行してもらうよう、来客車両に対し

て交通安全の啓発をお願いしたい」を口頭意見に付けたいと思います。 

 

(全員了承) 

 

【議 長】 

 駐車場利用で騒音のご専門の委員から意見が出ています。ご説明をお願いし

ます。 

 

【委 員】 

 時間の変更で２４時間営業になります。夜中に騒音が発生するひとつの要因

として、従業員の方の出入りというのがあろうかと思います。それは店舗側でコ

ントロールできる話ですので、そこに注意を促したいと感じて意見を申し上げ

た次第です。口頭でお伝えいただければと思います。 

 

【議 長】 

 こちらも口頭意見ということで「夜間の従業員用駐車場の利用について、騒音

には十分に注意いただきたい」という意見を付すということにしたいと思いま

す。 

 

(全員了承) 

 

 

 

 ●変更（６条２項）   万代書店熊谷店 

【議 長】 

 騒音のご専門の委員からご意見がありますが、ご説明をお願いします。 
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【委 員】 

 この件は図面のとおりでして、店舗に入りこむような形で住居が残ってしま

っておりまして、かつそこに店舗の空調機室外機でしたでしょうか、店舗の機器

が多く密集する形になっております。今の数値で問題がないとしても経年劣化

等で問題が出かねない配置かと思いますので注意を促したいと思います。 

 

【議 長】 

 この店舗は近くに１７号の立体交差があり、とても大きな音がする場所だと

いうお話が(事務局の事前説明で)ありましたけど、その点に関しては騒音の予

測値と関係するものがありますか。 

 

【委 員】 

 確かにそうですね、熊谷バイパスに接している１７号の幹線道路ですのでそ

ちらの影響はかなりあると思います。ただ、道路は店舗の責任ではありませんの

でそれはそれといたしまして、やはり店舗は店舗として、店舗から出る音に関し

てはきちんと責任をもっていただくと、その筋は変わらないかと思います。 

 周囲の騒音がうるさいからといって自店舗もうるさくしてよいというような

捉え方はなさらないように事業者には注意を促したいと思います。 

 

【議 長】 

 その点はそのとおりだと思います。 

 他の委員はいかがですか。 

 

【議 長】 

 この店舗に関してはＰ１、Ｐ２付近に設備機器がかなり密集しているため、騒

音源に今後なりそうだということですよね。 

 それでは、騒音のご専門の委員の(事前説明における)意見を口頭意見に付す

ということでよろしいでしょうか。 

 

(全員了承) 

 

【議 長】 

 それから空調機の騒音について確認といったようなものがあったようですけ

ど、ご心配な点をご説明いただけますか。 

 

【委 員】 

 はい。騒音のご専門の委員からもお話しがありましたように、空調機について

は騒音に注意してということでよいかと思いますが、熱風が出ること、住宅が近

いので特に熊谷ということもあって確認をさせていただきました。事務局に確

認したところ、変更前も同じような位置に空調機があって、それほど近い位置で

はなかったというような報告をいただきました。特に今まで問題なければ大丈



27 

 

夫なのではないかと思います。 

 

【議 長】 

 基準値以下ということですと、口頭意見に付すには難しいかと思います。 

 

【議 長】 

 他に意見はございますか。 

 

(意見なし) 

 

【議 長】 

 では、本件については先ほどの騒音のご専門の委員のご意見を口頭意見とし

て付すということにいたします。 

 

(全員了承) 

 

 

 

 ●変更（６条２項）   トコトコスクエア 

【議 長】 

 こちらは事前のご意見は特にございませんでしたけど、今こちらで意見はご

ざいますか。 

 

(意見なし) 

 

【議 長】 

 それではこちらは意見なしということにいたします。 

 

(全員了承) 

 

 

 

 ●変更（６条２項）   カインズスーパーモール川島 

【議 長】 

 こちらも騒音のご専門の委員から特定施設かどうかをご確認をされたようで

すけど、特には審議会の対象でないということでしょうか。 

 

【委 員】 

 そうです。特定施設に該当しないということですので問題ないと思います。 

 この審議会以外の場面で私が携わっている案件で、騒音がすると住民の方か

ら苦情が出たので確認したら、本来すべき届出がされていなかったということ

がよくあるんですね。ですので、念のために確認したまででして該当しないので
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あればそれでよいかと思います。 

 

【議 長】 

 では本件に関しては特にご意見はないということでよろしいでしょうか。 

 

(全員了承) 

 

 

 

 ●変更（６条２項）   カインズモール行田(専門店棟) 

【議 長】 

 本件に関して騒音のご専門の委員から意見が出ています。ご説明をお願いし

ます。 

 

【委 員】 

 これも結論としましては基準値を超えているので注意をしていただきたいと、

注意喚起です。ただ特殊なところにある住居１軒だけの問題のようで周辺全体

にということではないのですけど、数値を見る限り懸念されるところですので

口頭で注意を促したいと思います。 

 

【議 長】 

 事前の変更全体のご意見で、カインズモール行田専門店棟は１７号沿いで環

境騒音が５０．７ｄＢで、環境騒音と比較しているところですけど、事前の意見

で、環境騒音との比較で影響が大きくないというのはどうなのかというご意見

があって、本件を指しているのだと思うのですが、私もそう思うところではあり

ます。 

 先ほど騒音のご専門の委員がおっしゃっていましたが環境騒音が大きいから

施設が出している音が基準を超えていいのかというところはいいということで

はないので、審議会としては施設自体が基準を超える音を出さないようにとい

う意見を付すということでいきたいと思いますが、この点についてみなさんご

意見などありましたらお願いします。 

 

【委 員】 

 今の方針に賛成です。 

 

【委 員】 

 賛成です。 

 

【議 長】 

 よろしいでしょうか。 

 

(全員了承) 
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【議 長】 

 では本件について騒音のご専門の委員のご意見のとおりとし、口頭意見とし

て付すということでよろしいでしょうか。 

 

(全員了承) 

 

 

 

 ●変更（６条２項）   カインズモール行田(カインズ棟) 

 ●変更（６条２項）   カインズモール行田(ベイシア棟) 

【議 長】 

 カインズ棟とベイシア棟と同じ場所で、特にご意見はありませんでしたけど

なにかございますか。 

 

(意見なし) 

 

【議 長】        

 それでは、カインズモール行田(カインズ棟)とカインズモール行田(ベイシア

棟)は意見なしということにいたします。 

 

(全員了承) 

 

 

 

●新設・変更全て 

【議 長】 

 環境への取組を配慮されたいというご意見がございますが、これはかなり抽

象的な感じですけど、何か補足することは事務局からありますか。 

 

【事務局】 

 元々はカーボン・ニュートラルをもっと取り組むべきというお話でした。大規

模小売店舗立地法の指針にない内容であることをお伝えしたところ、環境への

取組という表現に変更をされました。 

 

【議 長】 

 気持ちとしてはわかるところですけど、なかなか具体性がないというか抽象

的な意見を審議会の意見として付すというのは難しいと考えます。 

 こちらは意見として付さないということでよろしいでしょうか。 

 

(全員了承) 

●変更全体 
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【議 長】 

 「既存店とのことで、周辺住民は把握されているので、今後苦情等があった際

には適切に対応いただきたい。」というご意見があるのですけど、これを全部に

付けるのかどうかということになるのですけど、これも割と抽象的なご意見で

敢えて審議会の意見として付けるのは、他の意見として付している以上念押し

ということになりますので、ちょっとこれを付すのは難しいかなと考えるとこ

ろですが、なにか異なるご意見がある方はいらっしゃいますか。 

 

(意見なし) 

 

【議 長】 

 それではこちらも事前のご意見にはありましたけど、審議会では特に口頭意

見として付さないということにしたいと思います。 

 

(全員了承) 

 

 

 

●その他 

【議 長】 

 事業者に対する意見ではありませんが、「資料の作成にあたり、図面に方角を

記載してください」についてご説明お願いします。 

 

【委 員】 

 各申請書の図面で上が北とは限らず、しかも同じ申請書でも説明する内容に

よって図面の方角が変わっていたりしまして、その時に方角が書いていない時

がございます。その時に敷地の形を見ながら頭の中で方角を想像して図面を見

ているのですが、最初から図面にはすべて方角を入れてくださいとお願いして

しまったらどうかなと思いました。特段手間になることでもありませんし、図面

を書く際の基本かなと思いますので事業者に依頼しやすい、依頼すべき要求か

なと思います。 

 

【議 長】 

 みなさん頷いておりますので、事務局のほうから依頼をお願いします。 

 

【事務局】 

 承知しました。 

 

【議 長】 

 交通のご専門の委員から「新座市のように、固有の問題についてだけでなく市

の方針を店舗に伝える機会として活用している自治体があるように見受けられ

る。そのような意見事例を他市町村に伝えると参考になると思われる」という意
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見について説明をお願いできますか。 

 

【委 員】 

 前の会議でも同じ意見が出ておりまして、そういえばこれってやっているん

ですかと（事務局に事前の説明で）お聞きしたら、まだしていないという回答で

したのであらためてお伝えさせていただいた次第です。 

 

【議 長】 

 前回も同じような話をしたのかなと思いますけど、こういったご意見を事務

局から市町村にご紹介することは可能ということでしょうか。 

 

【事務局】 

 市町村に大店の事務についてお伝えする機会がございますので、その時に例

としてご紹介したいと思います。 

 

【議 長】 

 ではよろしくお願いします。 

 

【議 長】 

 その他、全体についてなにか意見が漏れていたとか、感想ですとかございまし

たら最後この時間でお願いします。 

 

【議 長】 

 特にございませんか。 

 

(全員意見なし) 

 

【議 長】 

 それでは審議を終了いたします。長時間にわたりありがとうございました。 

 

 

 

３ 閉会 
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以上、埼玉県大規模小売店舗立地法審議会規則第８条第２項の規定に基づき、審

議の内容に相違ないことを認め、ここに署名する。 

 

 

 

令和 ５年 １０月 ３１日 
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